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福祉
協議会のマーク 社協

令和元年９月
〈No.184〉

【応募方法】はがき・FAX・メールにて
【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 
　　　　　 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号

【応募締切】令和元年9月３0日㈪まで（当日消印有効）
【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所
　　　　　（右ページ下参照）まで

　「社協あさひかわ」に関するご意見やご
感想をお聞かせください。ご意見・ご感想を
お寄せいただいた方の中から抽選で、5名様
に1,000円分の図書カードをプレゼントしま
す。なお、当選者の発表は発送をもってかえ
させていただきます。

「赤い羽根共同募金」にご協力いただいた町内会・企業・市民の皆さま、「歳末たすけあい募金」にご
協力をいただいた学校・団体・企業・職場で働く皆さまからあたたかい「おもいやり」や「やさしさ」を
いただきました。皆さまからの募金は福祉施設・団体等の機器、車両購入等に助成されました。

神楽事務所旭川市社会
福祉協議会

神楽3条4丁目1-18
TEL60-1710/FAX60-1780

す ず か け地 域 福 祉
活 動 拠 点

神楽岡10条5丁目1-28
TEL60-6222/FAX60-6223

※ご意見・ご感想で得た個人情報は、プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。

図書カードをプレゼント!!

旭 川 市 社 会 福 祉 協 議 会
社会福祉法人

【5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目旭川市ときわ市民ホール1階

TEL23-0742/FAX23-0746
Eメール chiiki@north.hokkai.net

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

社協に関して、わからない、聞いてみたいこと等
ございましたらお気軽にお問合せください。

ご意見・ご質問を募集しています！「旭川市社会福祉協議会」まで

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

●フライングキッズ
●スモールワールド
●家庭文庫じゃんけんポン
●旭川市職親会
●旭川精神障害者
　家族連合会
●旭川小規模障害福祉
　事業所連絡協議会
●旭川市母子福祉連合会
●北海道家庭生活
　カウンセラークラブ
　旭川地区グループ

●旭川働く仲間の会
●高次脳機能障害友の会
　コロポックル道北
●旭川中途難失聴者協会
●旭川市連合子ども会
●日本筋ジストロフィー協会
　北海道地方本部旭川支部
●旭川リバーズ
●旭川要約筆記
　サークル「風（レラ）」

●（福）あかしあ労働福祉
　センター 
●（福）旭川春光会　
●（福）新生会

●（特非）旭川ひだまりの会
●（特非）双葉福祉会
●藤原さんち保育園
　～つむぐ～

●神居東地区社会福祉協議会 ●パラレルクラブ

令和2年度
赤い羽根共同募金の
助成団体募集について

今回、幼児期でも楽しめる玩具を赤い羽根共同募金の助成金で購入
させていただきました。保護者や保育士と子どもたちが一緒に遊びな
がら、有意義な保育実践をしていきたいと思います。本当にありがと
うございました。

福祉施設への助成

旭川市社会福祉協議会への助成

東光地区敬老会の様子

障害者支援施設にとって
利用者の送迎は欠かせま
せん。助成で購入した車両
で、利用者の活動環境が
充実されました。本当にあ
りがとうございました。

助成で整備させていただいた糸
鋸盤は、高性能で厚板もきれい
に加工できます。利用者は木工
技術への誇りと喜びを感じ、就
労への大きな励みとなっていま
す。利用者の自立支援につなが
る、支えあいの共同募金運動に
心から感謝申し上げます。みなさ
んありがとうございました。高齢者の長寿を祝う敬老会では４万８千人の方々に助成

することができました。また、ふれあいサロン事業は高齢
者や子育て中の親子の交流を図り、市内４９地区１２３か
所、延べ５万６千人の皆さまが参加されました。他団体と連
携を図りながら、地域福祉を推進することができました。

地域福祉活動の推進を目的に民間福
祉施設や団体の事業活動を応援する
ために、活動資金の助成を行います。

①旭川市内で活動している民間福祉施設ま
たは団体で、事業実施に要する資金の確
保が困難である事。

②非営利、自主運営、情報公開を原則として
いること。

１２月中旬から受付を行う予定です。詳細は旭
川市社会福祉協議会ホームページでご確認
ください。申請書はダウンロードするか、旭川
市共同募金委員会窓口でも配布いたします。

募集時期

対象事業

対象団体

下記に該当し、令和２年度に実施する事業
が対象です。
◆団体活動に要する経費（運営費）
　　　　　　　　　 助成額：上限１０万円
◆団体の次の事業活動に要する経費
　　　　　　　　　　助成額：上限５万円
①会報、研修会、交流会、各種大会開催に
かかる経費　　　　助成額：上限５万円
②車両運行事業に要する経費
　　　　　　　　　　助成額：上限５万円
③子ども見守り地域活動事業に要する経費
（補助金等の支弁がない団体に限ります。）
　　　　　　　　　　助成額：上限５万円
◆施設の各種活動に要する経費
　　　　　　　　　　助成額：上限５万円
◆私立認可外保育所の子育て支援事業に

要する経費（絵本、遊具、備品等の購入）
　　　　　　　　　　助成額：上限５万円

旭川市共同募金委員会
旭川市５条通４丁目
旭川市ときわ市民ホール１階
TEL23－0742/FAX23-0746
Ｅメール　ash-kyobo@north.hokkai.net
ホームページ
http://www.asahikawa-shakyo.or.jp

赤い羽根ポスター
コンクール

旭川市立
愛宕中学校３年
鈴木凛音さん

赤い羽根に乗った少年は、みなさん
からもらった共同募金で日本中に福
祉の輪が広がる事を願い描きました。
最優秀賞に選ばれて
とてもうれしいです。

最優
秀賞

令和
元年度

令和元年度目標額

ご協力ありがとうございました。

募金のつかいみちは…

平成30年度に
寄せられた募金額は…

市内の福祉施設・団体に助成させていただきました。

敬老会事業等への助成
※団体活動に要する経費（運営費以外）は、２年間の
助成継続後、２年間の間を空けることにより、再度申
請することができます。

福祉団体等の活動に…

市内の福祉施設の整備に
（機器・車両購入等）…

団体が展開する地域推進事業に…   

●安心見守り事業の支援に
●ふれあいサロン事業の支援に
●各地区の敬老会開催の支援に
●社協広報紙「社協あさひかわ」発行の支援に
●地域福祉活動を促進するための研修会開催の支援に

●年末年始の安心見守り事業と日常生活用品の配布支援に
●一人暮らしの高齢者や障がい者宅の除雪や排雪事業の
　支援に

旭川市社会福祉協議会が
行う地域推進事業に… 

歳末たすけあい募金からは…

道内の福祉施設の整備と
災害準備金に…

募金運動推進費に…

藤原さんち保育園
～つむぐ～様

地区の社会福祉協議会などを通じて、
いろいろな形で市民の皆さまへ還元されています。

（特非）旭川ひだまり
の会様

（福）旭川春光会様


